
 

予 算 特 別 委 員 会 議 事 順 序 

 

令和８年３月１３日(金) 

午 前 ９ 時 ３ ０ 分 

大 会 議 室 

 

開   会 

 

 

１ 諸  報  告 

 

 

２ 付 託 議 案 審 査 

 

⑴ 部 局 別 審 査 （教育委員会） 

 

質   疑 

 

⑵ 部 局 別 審 査 （病院局） 

 

      質   疑 

 

 

３ 議 事 打 切 り 

 

 

４ 日 程 通 告 

 

 

閉   会 



３月１３日 教育委員会 さかた たかのり



令和８年３月５日 
 
 

  
 

                                      兵庫県教育委員会 
 
 

週刊新潮（令和８年３月12日号）に掲載された兵庫県立高等学校に関する記事について 

 

 

  本日３月５日（木）に発売された週刊新潮における兵庫県立高等学校に関する記事につきまし

て、兵庫県教育委員会の見解をお知らせします。 

  今回掲載された記事につきましては、公益通報事案との指摘がありました。公益通報の個別事

案については、公益通報者保護法等の趣旨を踏まえ、受理しているか否かも含めてご説明できま

せんが、従前から、公益通報を受理した場合は、①公益通報者の身元情報の厳正な取扱いや②速

やかな調査着手、③事案と利害関係のある職員は調査に一切従事させない等、公益通報対応の原

則に従って対応しています。 

また、毎年度、公益通報事案の類型及び対応状況等について、通報者の秘密保持及び個人情報

の保護に十分配慮した上で公表するとともに、是正措置等の対応を行った事案のうち、県民の信

頼性の確保及び県教育行政の透明性の向上に資すると認められる重要な事案については、通報者

の秘密及び個人情報の保護に十分留意し、通報事案の概要を公表することとしています。 

なお、法令違反の事実や職務上の義務違反の事実が確認された場合には、懲戒処分等の厳正な

対応を行うこととしています。 

  週刊新潮に対しましては、当該学校、関係教職員、生徒等の基本的人権の侵害、誹謗中傷等を

懸念し、慎重な対応を要請していたにも関わらず、このような記事が掲載されたことは誠に残念

であります。 

  報道関係機関各位におかれましては、これらの状況を踏まえ、報道へのご配慮をお願いいたし

ます。また、当該学校の生徒、保護者及び教職員への取材はお控えいただきますようお願いいた

します。 

  県民の皆様におかれましては、この報道により、当該学校や教職員、生徒、事務局職員等への

インターネット等による誹謗中傷など人権侵害行為は一切行われないようお願い申し上げます。 
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